
名古屋都市計画ごみ処理場（一般廃棄物処理施設） 

尾張東部衛生組合ごみ処理施設整備事業に係る都市計画決定について

１　ごみ処理施設整備事業について 
尾張東部衛生組合（構成市：尾張旭市、瀬戸市、長久手市）のごみ処理施設「晴丘センタ

ー」については、主要な設備、機器の劣化や老朽化が進行していること、ごみ処理の広域化

を踏まえ検討を進めた結果、新しいごみ処理施設を整備することとしました。 

 

２　都市計画決定について 

ごみ焼却施設は、都市計画法第１１条第１項第３号において「都市施設」として都市計画

に定めることができる施設とされており、都市計画運用指針において、積極的に都市計画決

定するよう定められています。また、建築基準法第５１条により都市計画においてその敷地

の位置が決定しているものでなければ、新築し又は増築してはならないと定められていま

す。 
現施設については、建築基準法第５１条ただし書きに基づく手続きにより建築しています

が、今回更新する施設は、長期間に渡り運用される恒久的な施設であり、かつ、構成市のご

み処理を一括処理する広域的な施設であることに加え、一部事務組合が設置者となり新たに

区域の拡大を行う計画であるため、都市計画決定を行う必要があります。

 

３　都市計画における環境影響評価について 
規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業については、環境影響

評価法又は愛知県環境影響評価条例に基づく環境影響評価の実施が義務付けられています。 
環境影響評価とは、事業者自らが事業の実施前に、環境への影響を調査・予測・評価し、

その結果を公表して、愛知県、関係市町村、市民などから意見を聴き、それらの意見を踏ま

えて環境保全の観点からよりよい事業計画を立案するための制度です。 
環境影響評価は、事業者が実施することを基本としていますが、都市計画法に基づき都市

施設の都市計画決定を行う場合には、都市計画決定権者（尾張旭市）が事業者（尾張東部衛

生組合）に代わるものとして、都市計画手続きに併せて環境影響評価その他の手続きを実施

することとされています。 
環境影響評価法又は県条例で対象となる事業 

　４　今後の手続きの流れ 

都市計画手続き及び環境影響評価（配慮書～評価書）の流れは以下のとおりです。 

 
対象事業の種類

環境影響評価法 
第一種事業

環境影響評価法 
第二種事業

条例の対象事業

 廃棄物処理施設 
ごみ処理施設（焼却施設）

－ － 処理能力 150ｔ/日以上
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